
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の

促進に関する法律の一部施行に伴い整備する関係政令等について 

 

令和６年 １２月１ ０ 日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに

係る競争の促進に関する法律」（令和６年法律第５８号。以下「本法」といいま

す。）の一部施行（注）に伴い必要となる関係政令等について、意見公募手続な

どを進めてきたところ、関係政令が本日閣議決定されました。意見公募手続等を

経て取りまとめた関係政令等を以下のとおり公表します。 

（注）本法附則第１条第２号に掲げる規定の施行。 

 

第１ 関係政令等の整備について 

公正取引委員会は、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェ

アに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の規模を定める政令（案）」

及び「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促

進に関する法律施行規則（案）」を令和６年１０月２８日に公表し、同年１

１月２６日を期限として、関係各方面から意見を募集しました。 

公正取引委員会において、提出された１４件の意見等を慎重に検討した

結果、原案について一部変更及び法制的修正をした上で、別紙１－１及び別

紙１－２のとおり公表します。提出された意見の概要及びそれに対する公

正取引委員会の考え方は別紙２のとおりです。 

 

第２ 関係政令等の施行期日について 

本法の一部施行の日は、令和６年１２月１９日です。これに伴い、上記の

関係政令等についても同日に施行されます。 

なお、本法は令和７年１２月１８日までの政令で定める日から全面施行

予定です。公正取引委員会は、引き続き、本法の普及啓発等、本法の全面施

行に向けた準備を進めてまいります。 

  ※令和７年３月３１日、第２の３行目について、「１２月１９日までの政令で定める日」

という記載を「１２月１８日までの政令で定める日」に修正しました。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課 

デジタル市場企画調査室 

電話 ０３－３５８１－５７７３（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp 


